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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の一面または両面に、第１パターン、第２パターン、及び第３パターンが形成され
、
　前記第２パターンは、前記第１パターンと高さ方向に離隔するように前記第３パターン
の上に形成され、
　前記第１パターンの高さは、前記板状の一面または両面からの高さであり、
　前記第２パターンの高さは、前記第３パターンからの高さであり、
　前記第３パターンの高さは、前記板状の一面または両面からの高さと前記第１パターン
の高さとの差であり、
　前記第３パターンの高さは、前記第１パターンの高さ及び前記第２パターンの高さと同
じ、又は、前記第１パターンの高さ及び前記第２パターンの高さより高く、
　前記第１パターンは、互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組
み合わせからなる群から選択され、
　前記第２パターンは、前記第１パターンに平行でなく、互いに交わらない平行線、平行
曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群から選択され、
　前記第３パターンは、多角形、円形、楕円形及びその組み合わせからなる群から選択さ
れた図形であり、
　前記図形は、前記板状の一面または両面に繰り返し形成されることを特徴とする三次元
複雑多層構造物。
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【請求項２】
　前記第１パターンの平行方向と前記第２パターンの平行方向とが互いに直交することを
特徴とする請求項１に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項３】
　前記第１パターン及び前記第２パターンは、熱硬化性樹脂または活性エネルギー線硬化
性樹脂で形成されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項４】
　前記第１パターン及び前記第２パターンの平行方向に垂直な断面は波形をなし、前記断
面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山は、それぞれ三角形の三つの
頂点、弓形の弦の両端点と弧のうちの一点、楕円弓形の弦の両端点と楕円弧のうちの一点
、または前記三角形の山が丸くなったものであることを特徴とする請求項１～３のうちい
ずれか一項に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項５】
　前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山が、三角形の三つの
頂点であるか、山が丸くなった三角形である場合、前記山の夾角は３０～１５０゜である
ことを特徴とする請求項４に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項６】
　前記断面がなす波形の谷から山までの高さは、１～５００μｍであることを特徴とする
請求項４または５に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項７】
　前記三次元複雑多層構造物は、屈折率が１．３～１．９であることを特徴とする請求項
１～６のうちいずれか一項に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項８】
　前記繰り返し形成された図形の直径、長径または一辺の長さは、１～５０００μｍであ
ることを特徴とする請求項１～７のうちいずれか一項に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項９】
　光学部品、半導体素子、圧電素子、バイオセンサーまたはドライ接着層に用いられるこ
とを特徴とする請求項１～８のうちいずれか一項に記載の三次元複雑多層構造物。
【請求項１０】
　（Ａ）一面に互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせ
からなる群から選択された第１パターンが形成された第２基本モールドを用意する段階と
、
　（Ｂ）活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体と、前記第１
支持体の一面に多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し形成されたり、多
角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されたマスクと、前記第１支持
体及びマスクを覆って、前記第１支持体に向かう面の反対側面に転写パターンが形成され
たパターン層、または前記マスクが形成された第１支持体の一面のうち第１支持体が露出
した部分に形成された転写パターンとを含み、前記マスクが活性エネルギー線を透過しな
い、マスクモールドを用意する段階と、
　（Ｃ）前記第２基本モールドの第１パターンまたは前記マスクモールドの上に第２モー
ルド用樹脂を塗布する段階と、
　（Ｄ）前記転写パターンの平行方向が前記第１パターンの平行方向と平行でないように
、前記第２モールド用樹脂を中心として、前記第２基本モールドと前記マスクモールドと
を密着させる段階と、
　（Ｅ）前記マスクモールドを前記第２モールド用樹脂の方向に加圧し、前記マスクモー
ルドに活性エネルギー線を照射することで、前記第２モールド用樹脂を硬化させて第２モ
ールドを形成する段階と、
　（Ｆ）前記マスクモールドを前記第２モールドから分離する段階と、
　（Ｇ）前記第２モールド用樹脂のうち硬化されない部分を溶剤で溶解して除去する段階
と、を含み、
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　前記段階（Ｄ）において、前記第２モールド用樹脂を中心として、前記第２基本モール
ドと前記マスクモールドとを密着させるとき、第３パターンが形成できるように密着させ
て、前記転写パターンが転写される第２パターンが前記第１パターンと高さ方向に離隔し
て前記第３パターンの上に形成されるようにし、ここで、前記第１パターンの高さＨ１は
前記一面からの高さであり、前記第２パターンの高さＨ２は前記第３パターンからの高さ
であり、前記第３パターンの高さＴは前記一面からの高さと前記第１パターンの高さとの
差であり、前記第３パターンの高さＴは、前記第１パターンの高さＨ１及び前記第２パタ
ーンの高さＨ２と同じ、又は、前記第１パターンの高さＨ１及び前記第２パターンの高さ
Ｈ２より高い、ことを特徴とする三次元複雑多層構造物の製造方法。
【請求項１１】
　前記段階（Ｇ）以後に、
　（Ｈ）前記段階（Ｇ）を経たマスターに第３モールド用樹脂を塗布する段階と、
　（Ｉ）前記第３モールド用樹脂に第２支持体を密着させる段階と、
　（Ｊ）前記第２支持体を前記マスターの方向に加圧し、活性エネルギー線を照射するこ
とで、前記第３モールド用樹脂を硬化させて第３モールドを形成する段階と、
　（Ｋ）前記第３モールドを前記マスターから分離する段階と、
　（Ｌ）前記第３モールドまたは基板にパターン用樹脂を塗布する段階と、
　（Ｍ）前記パターン用樹脂を中心として、前記第３モールドと前記基板とを密着させる
段階と、
　（Ｎ）前記第３モールドまたは前記基板に活性エネルギー線を照射することで、前記パ
ターン用樹脂を硬化させてパターンを形成する段階と、
　（Ｏ）前記パターンが形成された三次元複雑多層構造物を前記第３モールドから分離す
る段階と、を含むことを特徴とする請求項１０に記載の三次元複雑多層構造物の製造方法
。
【請求項１２】
　前記第２パターンは、前記第１パターンに平行でなく、互いに交わらない平行線、平行
曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群から選択されることを特徴とする請
求項１０または１１に記載の三次元複雑多層構造物の製造方法。
【請求項１３】
　前記段階（Ｄ）において、前記第２パターンの平行方向が前記第１パターンの平行方向
と直交するように、前記第２モールド用樹脂を中心として、前記第２基本モールドと前記
マスクモールドとを密着させることを特徴とする請求項１０～１２のうちいずれか一項に
記載の三次元複雑多層構造物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三次元複雑多層構造物に係り、より詳しくは、光学分野、計測分野及び集積
回路とその他のマイクロ素子などの様々な分野で活用可能な複雑な形状を有する三次元複
雑多層構造物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学分野、計測分野及び集積回路とその他のマイクロ素子分野の技術の発展によって、
複雑な三次元形状を有するマイクロ／ナノサイズの構造物についての研究が活発に進めら
れつつある。このような構造物は、光学部品だけでなく、次世代の三次元半導体、次世代
のディスプレイ（ＴＦＴバックプレーンやフレキシブルＴＦＴ、透明ディスプレイなど）
、微細纎毛構造を用いたドライ接着、マイクロ／ナノ圧電素子、照明、微細パターンを用
いたバイオセル／ウイルス研究などの様々な分野で活用できるためである。
【０００３】
　光学部品を具体的な例として説明すれば、近年、陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　
Ｔｕｂｅ）の短所である重さと体積を減らすことができる各種平板表示装置が開発されて
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いる。このような平板表示装置には、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ：ＦＥＤ）、プラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａ
ｎｅｌ：ＰＤＰ）、及びエレクトロルミネッセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃ
ｅｎｃｅ：ＥＬ）表示装置などがあり、前記平板表示装置に対して表示品質を向上して大
画面化するための研究が活発に進められつつある。
【０００４】
　特に、前記平板表示装置のうち液晶表示装置（ＬＣＤ）は、小型／軽量化及び低消費電
力などの多くの長所を有しているため、その使用が次第に増加している傾向がある。液晶
表示装置は、液晶表示パネルの内部に注入された液晶の電気／光学的性質を用いて情報を
表示し、ランプなどの光源を用いて画像を表現する非発光型表示装置である。すなわち、
液晶表示装置は、陰極線管とは異なり、ＴＦＴ基板とカラーフィルタ基板との間に注入さ
れた液晶物質が自ら発光する発光性物質ではなく、外部から入る光の量を調節して画面に
表示する受光性物質であるので、液晶表示パネルに光を照射するための別途の装置、すな
わち、バックライトアセンブリが必要となる。
【０００５】
　バックライトアセンブリは、収納空間が形成されたモールドフレームと、収納空間の基
底面に設けられ、液晶表示パネルの方に光を反射する反射シートと、反射シートの上部面
に設けられ、光を案内する導光板または拡散板と、導光板と収納空間の側壁との間または
底に設けられ、光を発散するランプユニットと、導光板の上部面に積層され、光を拡散し
て集光する光学シートと、モールドフレームの上部に設けられ、液晶表示パネルのエッジ
の所定の部分からモールドフレームの側面に至る領域を覆うトップシャーシとから構成さ
れる。
【０００６】
　そのうち導光板または拡散板は、出射角または正面輝度が非常に低く、その上に前記光
学シートを複数枚置かなければならないという短所がある。
【０００７】
　そして、前記光学シートは、光を拡散させる拡散シートと、拡散シートの上部面に積層
され、拡散した光を集光させて液晶表示パネルに伝達するプリズムシートと、前記拡散シ
ート及びプリズムシートを保護するための保護シートとから構成される。
【０００８】
　上述のように、表示装置に使われる光学シートは、その枚数が多く、高価であるため、
光学シートの枚数を減少させることが主な技術的課題となっている。光学シートの枚数を
減少させるために、例えば、拡散シート及びプリズムシートを一枚の光学シートに代替す
る場合、前記一枚の光学シートは、拡散シート及びプリズムシートの機能を全て有し、そ
の性能が多くの光学シートを使用する際より劣ってはならない。
【０００９】
　また、前記一枚の光学シートは、多くの光学シートを使用した場合に得られる表示パネ
ル上の画質を低下させてはならない。上述のように、一枚の光学シートが複合的な機能を
有するようにする技術は多く存在する。例えば、特許文献１及び２は、上面と下面に異な
るパターンが形成された複合光学シートについて開示している。
【００１０】
　さらに、透明フィルムの上面にプリズムパターンまたは複数のレンズを形成し、光源と
対向する透明フィルムの下面に拡散ビードを形成するか、屈折率の異なる多数の層を形成
するか、空気バブルを含む光拡散層を形成する技術などが提示されている。
【００１１】
　しかし、上述した従来の技術によって開発された多機能の光学シートは、従来の多くの
光学シートにより達成できる輝度、コントラスト比などの画質条件を十分に満たしていな
いのが現状である。したがって、表示画面上に要求される輝度、コントラスト比などの画
質条件を満たし、表示装置に使われる多くの光学シートを代替可能な複合機能を有する光
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学シートの開発が要求されている。
【００１２】
　さらに、前記導光板が一枚以上の光学シートの役割を行うか、太陽光発電装置における
集光シートまたは集光板も複合機能を有する光学シートが要求されるが、三次元複雑多層
構造物を用いれば、かかる問題点が解決される。
【００１３】
　複雑な三次元形状の構造物を製造できる既存の方法は、リソグラフィやリンプリンティ
ング工程により各層を順次に製作したり、基板上に第１パターンを作った後、化学的／物
理的な方法により後処理を通じて表面を加工する方法である。
【００１４】
　しかし、このような方法は、二層の多層パターンを形成するとき、二回以上の工程が必
要であり、また、製作可能な第２パターンや第３パターンの構造や大きさに制約が多い。
したがって、三次元複雑多層構造物をより簡単な工程で製造する方法が要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】韓国公開特許１０－２００９－００７３５３２号公報
【特許文献２】韓国公開特許１０－２０１１－００１７１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、次世代の三次元半導体、次世代のディスプレイ、光学部品、微細纎毛
構造を用いたドライ接着、マイクロ／ナノ圧電素子、照明器具、微細パターンを用いたバ
イオセル／ウイルス研究などの様々な分野で活用可能な複雑な形状を有する三次元複雑多
層構造物を提供することにある。
【００１７】
　本発明の他の目的は、前記三次元複雑多層構造物の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記目的を達成するために、本発明は、
　板状の一面または両面に厚さの異なる第１パターン及び第２パターンが形成され、
　前記第１パターンは、互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組
み合わせからなる群から選択され、
　前記第２パターンは、前記第１パターンに平行でなく、互いに交わらない平行線、平行
曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群から選択され、
　前記第１パターンと第２パターンとの境界は、多角形、円形、楕円形及びその組み合わ
せからなる群から選択された図形であり、
　前記図形は、前記板状の一面または両面に繰り返し形成されることを特徴とする三次元
複雑多層構造物を提供する。
【００１９】
　また、本発明の三次元複雑多層構造物は、前記第１パターンの平行方向と前記第２パタ
ーンの平行方向とが互いに直交してもよい。
【００２０】
　また、本発明の三次元複雑多層構造物は、前記第１パターン及び前記第２パターンが所
定の高さに離隔形成されるようにする第３パターンを備えてもよい。
【００２１】
　また、前記第１パターン及び前記第２パターンは、熱硬化性樹脂または活性エネルギー
線硬化性樹脂で形成されてもよい。
【００２２】
　また、前記第１パターン及び前記第２パターンの平行方向に垂直な断面は波形をなし、
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前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山は、それぞれ三角形の
三つの頂点、弓形の弦の両端点と弧のうちの一点、楕円弓形の弦の両端点と楕円弧のうち
の一点、または前記三角形の山が丸くなったものであってもよい。
【００２３】
　また、本発明の三次元複雑多層構造物は、前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一
対の谷及びその間の山が、三角形の三つの頂点であるか、山が丸くなった三角形である場
合、前記山の夾角は３０～１５０゜であってもよい。
【００２４】
　また、前記断面がなす波形の谷から山までの高さは、１～５００μｍであってもよい。
【００２５】
　また、前記三次元複雑多層構造物は、屈折率が１．３～１．９であってもよい。
【００２６】
　また、前記繰り返し形成された図形の直径、長径または一辺の長さは、１～５０００μ
ｍであってもよい。
【００２７】
　また、本発明は、前記三次元複雑多層構造物を用いた光学部品、半導体素子、圧電素子
またはバイオセンサーを提供する。
【００２８】
　また、前記光学部品は、光学シート、エッジ型液晶表示装置の導光板または直下型液晶
表示装置の拡散板、あるいは太陽光発電装置の集光板であってもよい。
【００２９】
　一方、本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法は、
　（Ａ）一面に互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせ
からなる群から選択された第１パターンが形成された第２基本モールドを用意する段階と
、
　（Ｂ）活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体と、前記第１
支持体の一面に多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し形成されたり、多
角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されたマスクと、前記第１支持
体及びマスクを覆って、前記第１支持体に向かう面の反対側面に第２パターンが形成され
たパターン層、または前記マスクが形成された第１支持体の一面のうち第１支持体が露出
した部分に形成された第２パターンとを含み、前記マスクが活性エネルギー線を透過しな
い、マスクモールドを用意する段階と、
　（Ｃ）前記第２基本モールドの第１パターンまたは前記マスクモールドの上に第２モー
ルド用樹脂を塗布する段階と、
　（Ｄ）前記第２パターンの平行方向が前記第１パターンの平行方向と平行でないように
、前記第２モールド用樹脂を中心として、前記第２基本モールドと前記マスクモールドと
を密着させる段階と、
　（Ｅ）前記マスクモールドを前記第２モールド用樹脂の方向に加圧し、前記マスクモー
ルドに活性エネルギー線を照射または加熱することで、前記第２モールド用樹脂を硬化さ
せて第２モールドを形成する段階と、
　（Ｆ）前記マスクモールドを前記第２モールドから分離する段階と、
　（Ｇ）前記第２モールド用樹脂のうち硬化されない部分を溶剤で溶解して除去する段階
と、を含むことを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法は、
　前記段階（Ｇ）以後に、
　（Ｈ）前記段階（Ｇ）を経たマスターに第３モールド用樹脂を塗布する段階と、
　（Ｉ）前記第３モールド用樹脂に第２支持体を密着させる段階と、
　（Ｊ）前記第２支持体を前記マスターの方向に加圧し、活性エネルギー線を照射または
加熱することで、前記第３モールド用樹脂を硬化させて第３モールドを形成する段階と、
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　（Ｋ）前記第３モールドを前記マスターから分離する段階と、
　（Ｌ）前記第３モールドまたは基板にパターン用樹脂を塗布する段階と、
　（Ｍ）前記パターン用樹脂を中心として、前記第３モールドと前記基板とを密着させる
段階と、
　（Ｎ）前記第３モールドまたは前記基板に活性エネルギー線を照射または加熱すること
で、前記パターン用樹脂を硬化させてパターンを形成する段階と、
　（Ｏ）前記パターンが形成された三次元複雑多層構造物を前記第３モールドから分離す
る段階と、を含んでもよい。
【００３１】
　また、前記第２パターンは、前記第１パターンに平行でなく、互いに交わらない平行線
、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群から選択されてもよい。
【００３２】
　また、前記段階（Ｄ）において、前記第２モールド用樹脂を中心として、前記第２基本
モールドと前記マスクモールドとを密着させるとき、前記第１パターンと前記第２パター
ンが所定の高さに離隔形成されるようにする第３パターンを備えることができる程度に密
着させてもよい。
【００３３】
　また、本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法は、前記段階（Ｄ）において、前記第
２パターンの平行方向が前記第１パターンの平行方向と直交するように、前記第２モール
ド用樹脂を中心として、前記第２基本モールドと前記マスクモールドとを密着させてもよ
い。
【００３４】
　また、前記第１パターン及び前記第２パターンの平行方向に垂直な断面は波形をなし、
前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山は、それぞれ三角形の
三つの頂点、弓形の弦の両端点と弧のうちの一点、楕円弓形の弦の両端点と楕円弧のうち
の一点、または前記三角形の山が丸くなったものであってもよい。
【００３５】
　また、前記第１パターン及び前記第２パターンを持つ三次元複雑多層構造物は、基板の
一面にのみ形成されてもよいし、両面に形成されてもよい。
【００３６】
　また、前記第１パターンが前記第２パターンよりも厚くてもよいし、前記第２パターン
が前記第１パターンよりも厚くてもよい。
【００３７】
　一方、前記マスクモールドは、
　活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体と、
　前記第１支持体の一面に多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し形成さ
れたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されたマスクと、
　前記第１支持体及びマスクを覆って、前記第１支持体に向かう面の反対側面にパターン
が形成されたパターン層と、を含み、
　前記マスクは、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【００３８】
　一方、前記マスクモールドは、
　活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体と、
　前記第１支持体の一面に多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し形成さ
れたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されたマスクと、
　前記マスクが形成された第１支持体の一面のうち第１支持体が露出した部分に形成され
たパターンと、を含み、
　前記マスクは、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【００３９】
　また、前記第１支持体及びマスクは、前記パターン層との間に付着活性層をさらに備え
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てもよい。
【００４０】
　また、前記パターン層、パターンまたは付着活性層は、活性エネルギー線または熱によ
り硬化されてもよい。
【００４１】
　また、前記第１パターン及び前記第２パターンは、互いに交わらない平行線、平行曲線
、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群から選択されたパターンであってもよい
。
【００４２】
　また、前記マスクは、印刷された有色コーティングまたは蒸着された不透明金属であっ
てもよい。
【００４３】
　一方、本発明のマスクモールドの製造方法は、
　活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体の一面のうち一部に
印刷して有色コーティングする段階と、
　活性エネルギー線透過型の第１基本モールド、または前記第１支持体のうち有色コーテ
ィングが印刷された面に第１モールド用樹脂を塗布する段階と、
　前記第１モールド用樹脂を中心として、前記第１支持体と前記第１基本モールドとを密
着させる段階と、
　前記第１支持体を前記第１基本モールドの方向に加圧し、前記第１基本モールドに活性
エネルギー線を照射または加熱することで、前記第１モールド用樹脂を硬化させてマスク
モールドを形成する段階と、
　前記マスクモールドを前記第１基本モールドから分離する段階と、を含み、
　前記有色コーティングは、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【００４４】
　一方、本発明のマスクモールドの製造方法は、
　活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体の一面のうち一部に
印刷して有色コーティングする段階と、
　前記第１支持体のうち有色コーティングが印刷された面に付着活性層用樹脂を塗布する
段階と、
　前記付着活性層用樹脂に活性エネルギー線を照射または加熱することで、前記付着活性
層用樹脂を硬化させて付着活性層を形成する段階と、
　活性エネルギー線透過型の第１基本モールドまたは前記付着活性層に第１モールド用樹
脂を塗布する段階と、
　前記第１モールド用樹脂を中心として、前記付着活性層と前記第１基本モールドとを密
着させる段階と、
　前記第１支持体を前記第１基本モールドの方向に加圧し、前記第１基本モールドに活性
エネルギー線を照射または加熱することで、前記第１モールド用樹脂を硬化させてマスク
モールドを形成する段階と、
　前記マスクモールドを前記第１基本モールドから分離する段階と、を含み、
　前記有色コーティングは、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【００４５】
　また、前記有色コーティングは、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返
し印刷されたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されるよう
に印刷される。
【００４６】
　一方、本発明のマスクモールドの製造方法は、
　活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体の一面のうち一部を
シャドーマスクで覆って、不透明金属を蒸着させる段階と、
　活性エネルギー線透過型の第１基本モールド、または前記第１支持体のうち不透明金属
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が蒸着された面に第１モールド用樹脂を塗布する段階と、
　前記第１モールド用樹脂を中心として、前記第１支持体と前記第１基本モールドとを密
着させる段階と、
　前記第１支持体を前記第１基本モールドの方向に加圧し、前記第１基本モールドに活性
エネルギー線を照射または加熱することで、前記第１モールド用樹脂を硬化させてマスク
モールドを形成する段階と、
　前記マスクモールドを前記第１基本モールドから分離する段階と、を含み、
　前記不透明金属は、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【００４７】
　一方、本発明のマスクモールドの製造方法は、
　活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体の一面のうち一部を
シャドーマスクで覆って、不透明金属を蒸着させる段階と、
　前記第１支持体のうち不透明金属が蒸着された面に付着活性層用樹脂を塗布する段階と
、
　前記付着活性層用樹脂に活性エネルギー線を照射または加熱することで、前記付着活性
層用樹脂を硬化させて付着活性層を形成する段階と、
　活性エネルギー線透過型の第１基本モールドまたは前記付着活性層に第１モールド用樹
脂を塗布する段階と、
　前記第１モールド用樹脂を中心として、前記付着活性層と前記第１基本モールドとを密
着させる段階と、
　前記第１支持体を前記第１基本モールドの方向に加圧し、前記第１基本モールドに活性
エネルギー線を照射または加熱することで、前記第１モールド用樹脂を硬化させてマスク
モールドを形成する段階と、
　前記マスクモールドを前記第１基本モールドから分離する段階と、を含み、
　前記不透明金属は、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【００４８】
　また、前記不透明金属は、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し蒸着
されたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されるように蒸着
される。
【００４９】
　一方、本発明のマスクモールドは、前記製造方法により製造されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明による三次元複雑多層構造物は、一つの単純なパターンのみが形成された従来の
素子とは異なり、異なるパターンが複合的に形成されており、簡単な工程で製造されるの
で、ディスプレイ光学部品（導光板、拡散板、プリズム、カラーフィルタ）、次世代のデ
ィスプレイ工程（ＴＦＴ、ＯＴＦＴ、Ｏｘｉｄｅ　ＴＦＴ、フレキシブルディスプレイ、
透明ディスプレイ）、次世代の三次元半導体、微細纎毛構造を用いたドライ接着、マイク
ロ／ナノ圧電素子、照明光学部品、微細パターンを用いたバイオセル／ウイルス研究など
に有効に用いられるが、これらに限定されるものではない。
【００５１】
　特に、本発明の三次元複雑多層構造物を光学部品に用いれば、従来のように複数の光学
シートを別に備える必要がなく、経済性が向上し、厚さを減らすことができる。なお、前
記光学部品が導光板の場合、別途の集光シートがなくても十分な集光効果を発現する。そ
の結果、導光板と拡散シートのみで従来の光学部品レベル以上の正面輝度を具現すること
ができた。そして、光源から誘導された光が多くの光学シートを通過することによる光損
失を減らすことができる。このような長所は、直下型液晶表示装置に使われている拡散板
や太陽光発電装置に使われている集光部品でも同様に発現される。さらに、光学部品に取
り込む光学シートの枚数が減るにつれて、前記光学部品の製造工程が単純になり、これに
より工程の安定性及び経済性が向上する効果がある。



(10) JP 6567969 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

【００５２】
　また、ドライ接着分野において、ゲッコートカゲの足裏または甲虫の足にある多層微細
纎毛構造を模写しようとする色々な試みがある。多層微細纎毛構造は、構造的な特徴によ
り、同じ材料に比べて弾性係数が低くなる有効弾性係数（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｅｌａｓ
ｔｉｃ　ｍｏｄｕｌｕｓ）の特徴がある。このような特性により、ファンデルワールス力
（ｖａｎｄｅｒ　Ｗａａｌｓ　ｆｏｒｃｅ）を用いて様々な被着物に強い接着力を持つこ
とになる。しかし、このような技術は、一層の纎毛構造を製作するに当たって、各一回以
上の工程を必要とし、工程も非常に複雑であり、周囲環境に敏感であるので、大量生産の
ための量産性には大きく影響を及ぼしていないのが現状である。
【００５３】
　一方、本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法を適用する場合、二層以上の多層微細
纎毛構造を一回の工程で製作可能であり、従来の技術に比べて画期的に単純に製作可能で
ある。また、本発明を二回繰り返して使用できるので、四層以上のパターン製作も可能で
ある。製作の際に、既存のインプリント基盤施設を用いることができるので、大量生産が
可能であるという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】第１パターンがプリズムパターンであり、第２パターンが前記第１パターンの平
行方向に直交するプリズムパターンである本発明の一実施形態の斜視図である。
【図２】図１の部分拡大図である。
【図３】平行曲線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行曲線の
第２パターンとが組み合わせられた本発明の一実施形態の平面図である。
【図４】平行曲線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行線の第
２パターンとが組み合わせられた本発明の一実施形態の平面図である。
【図５】平行ジグザグ線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行
ジグザグ線の第２パターンとが組み合わせられた本発明の一実施形態の平面図である。
【図６】平行ジグザグ線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行
線の第２パターンとが組み合わせられた本発明の一実施形態の平面図である。
【図７】平行曲線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行ジグザ
グ線及び平行線の第２パターンとが組み合わせられた本発明の一実施形態の平面図である
。
【図８】パターンの断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山がそれ
ぞれ三角形の三つの頂点である本発明の一実施形態の断面図である。
【図９】図８において、山が丸くなった本発明の一実施形態の断面図である。
【図１０】パターンの断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷が弓形の弦の両端点
であり、その間の山が前記弓形の弧のうちの一点である本発明の一実施形態の断面図であ
る。
【図１１】パターンの断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷が楕円弓形の弦の両
端点であり、その間の山が前記楕円弓形の楕円弧のうちの一点である本発明の一実施形態
の断面図である。
【図１２】本発明の三次元複雑多層構造物の製造に使われるマスクモールドの製造過程を
示す概念図である。
【図１３】本発明の三次元複雑多層構造物の製造に使われるマスクモールドの製造過程を
示す概念図である。
【図１４】マスターとしての本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法の一実施形態を示
す概念図である。
【図１５】マスターとしての本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法の一実施形態を示
す概念図である。
【図１６】マスターから本発明の三次元複雑多層構造物の製造方法の一実施形態を示す概
念図である。
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【図１７】第１パターンがプリズムパターンであり、第２パターンが前記第１パターンの
平行方向に直交するプリズムパターンである本発明の一実施形態を撮影した写真である。
【図１８】図１７の部分拡大写真である。
【図１９】従来の導光板の視野角分析図である。
【図２０】従来の導光板に拡散板を使用した場合の視野角分析図である。
【図２１】従来の導光板に拡散板及び第１集光シートを使用した場合の視野角分析図であ
る。
【図２２】従来の導光板に拡散板、第１集光シート及び第２集光シートを使用した場合の
視野角分析図である。
【図２３】本発明による三次元複雑多層構造物を導光板として使用した場合の視野角分析
図である。
【図２４】本発明による三次元複雑多層構造物を導光板として使用し、ここに拡散板を使
用した場合の視野角分析図である。
【図２５】従来の導光板に拡散板を使用した場合の視野角分析図である。
【図２６】従来の導光板に拡散板、第１集光シート及び第２集光シートを使用した場合の
視野角分析図である。
【図２７】従来の導光板に拡散板を使用し、本発明の三次元複雑多層構造物を光学シート
として使用した場合の視野角分析図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。また、下記の説明では、具
体的な構成要素などの多くの特定事項が述べられているが、これは、本発明のより全般的
な理解を助けるために提供されたものであり、当該特定事項がなくても本発明が実施可能
であることは当業者にとって自明であるといえる。そして、本発明を説明するに当たって
、公知の機能あるいは構成についての具体的な説明が本発明の要旨を不明確にすると判断
される場合、その詳細な説明を省略する。
【００５６】
　まず、本明細書において使われた用語のうち一部について定義する。
【００５７】
　本明細書において、基板から高さによってパターンの形状が異なる構造物をそれぞれ一
層と見なすので、これらを全て含んでいる構造物を多層であると指すことにする。
【００５８】
　図１４～図１６に示す三次元複雑多層構造物の断面を例として説明すれば、第１基本モ
ールドに高さＨ１で形成された第１パターン、及び第１パターンと平行でなく、かつ第１
パターンから所定の高さＴに高さＨ２で形成された第２パターンとするとき、前記所定の
高さＴは、第２パターンの厚さまたは第３パターンで表現できる。第２パターンと第３パ
ターンの高さが大きい場合には、それぞれの構造が有する機能が存在するためである。
【００５９】
　第１類型によれば、第３パターンの高さＴは、第１パターンの高さＨ１と同じであるか
、それよりも小さく（Ｔ≦Ｈ１）、第２パターンの高さＨ２と同じであるか、それよりも
小さい（Ｔ≦Ｈ２）。このとき、第３パターンの高さＴが０に近い場合は、例えば、図１
８のパターンのように第１パターンの真上に第２パターンが置かれた場合であると見られ
る。
【００６０】
　第２類型は、第３パターンの高さが第１パターンの高さ及び第２パターンの高さよりも
大きい場合である（Ｔ＞Ｈ１、Ｔ＞Ｈ２）。パターンの全体高さは、有効弾性係数（ｅｆ
ｆｅｃｔｉｖｅ　ｅｌａｓｔｉｃ　ｍｏｄｕｌｕｓ）の重要な要素であるが、第３類型の
ようにＴがはるかに大きければ（Ｈ２＜Ｈ１＜＜Ｔ）、Ｔにより全体高さ（Ｈ１＋Ｔ＋Ｈ
２）が決まるので、第３パターンが構造的（または、光学的）機能を行うことになる。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
　本明細書において、本発明の三次元複雑多層構造物を用いた複合光学部品とは、二方向
で光を前記複合光学部品に垂直な方向に集める光学部材であって、光学シートや、エッジ
型液晶表示装置における導光板または直下型液晶表示装置における拡散板、そして、太陽
光発電装置分野で集光シートや集光板を指す。
【００６３】
　本明細書において、活性エネルギー線とは、所定の樹脂を硬化させるほどのエネルギー
を持った粒子線及び電磁波を共に指し、紫外線、レーザー、マイクロウェーブ、電子線（
ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｂｅａｍ）、Ｘ線などを含む。
【００６４】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００６５】
　本発明の三次元複雑多層構造物は、上述した目的を達成するために、板状の一面に厚さ
の異なる第１パターン及び第２パターン、または第１パターン、第２パターン及び第３パ
ターンが形成され、前記第１パターンは、互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグ
ザグ線及びその組み合わせからなる群から選択され、前記第２パターンは、前記第１パタ
ーンに平行でなく、互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合
わせからなる群から選択され、前記第１パターンと第２パターンとの境界は、多角形、円
形、楕円形及びその組み合わせからなる群から選択された図形であり、前記図形は、前記
板状の一面に繰り返し形成されることを主な特徴とする。
【００６６】
　本発明は、このように二つ以上のパターンを一つの三次元複雑多層構造物の同一面に形
成することで、様々な機能、例えば、光学部品に使われる場合には、一つの光学部品とし
て複数の光学部品の機能を行うことができる。例えば、前記第１パターンと前記第２パタ
ーンの両方がプリズムパターンであれば、本発明の三次元複雑多層構造物を用いた光学シ
ートは、二方向で集光する効果が得られる。そして、第１パターンはプリズムパターンで
あり、第２パターンは拡散パターンであれば、集光シートと拡散シートの機能を同時に行
うことができる。
【００６７】
　特に、前記互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせか
らなる群から選択された第１パターンの平行方向（図１の方向１）と、前記第２パターン
のうち、互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからな
る群から選択され、前記第１パターンに平行でない一連の線の平行方向（図２の方向２）
とが互いに直交する本発明の三次元複雑多層構造物は、互いに直交する方向に集光する効
果が得られるので、光学部品に使用する場合に輝度を最大化することができる。
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【００６８】
　図１及び図２は、第１パターンと第２パターンがプリズムパターンであり、互いに直交
する場合の本発明の一実施形態であって、第２パターンの厚さが第１パターンの厚さより
も厚く、すなわち、第３パターンが形成されており（図示せず）、第１パターンと第２パ
ターンとの境界は四角形をなす。このようなパターンが形成された三次元複雑多層構造物
を導光板や拡散板に用いれば、別途の集光シートがなくても十分な正面輝度を達成するこ
とができ、仮に光学シートに当該パターンが形成されれば、従来の二枚の光学シートが遂
行していた集光効果を一枚の光学シートで具現することができる。
【００６９】
　ここで、前記第１パターンと第２パターンとの境界をなす四角形の一辺の長さは、１～
５０００μｍであることが好ましいが、前記範囲未満であれば、パターンの形成が困難で
あり、モールド自体を製作することが非常に困難になる。本発明の三次元複雑多層構造物
を光学部品に使用する場合には、前記範囲を超えれば、目視で識別が可能であり、均一な
輝度を具現できず、その結果、ディスプレイ装置として使用できないが、他の用途では特
に制限されない。
【００７０】
　本発明の三次元複雑多層構造物は、互いに直交する平行線だけでなく、平行曲線と平行
ジグザグ線とを備えてもよい。なお、第１パターンと第２パターンとの境界は、四角形の
ほか、多角形、円形または楕円形であり、これらの組み合わせも可能である。
【００７１】
　例えば、図３は、平行曲線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する
平行曲線の第２パターンとが組み合わせられた例であり、その境界は四角形である。
【００７２】
　図４は、平行曲線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行線の
第２パターンとが組み合わせられた例であり、その境界は四角形である。
【００７３】
　図５は、平行ジグザグ線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平
行ジグザグ線の第２パターンとが組み合わせられた例であり、その境界は円形である。
【００７４】
　図６は、平行ジグザグ線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平
行線の第２パターンとが組み合わせられた例であり、その境界は円形である。
【００７５】
　図７は、平行曲線の第１パターンと、前記第１パターンの平行方向に直交する平行ジグ
ザグ線及び平行線の第２パターンとが組み合わせられた例であり、その境界は円形及び四
角形である。
【００７６】
　前記第１パターン及び前記第２パターンは、熱硬化性樹脂または活性エネルギー線硬化
性樹脂を素材として具現された微細構造である。
【００７７】
　活性エネルギー線硬化性樹脂は、活性エネルギー線により硬化がなされる樹脂を指す。
従来の樹脂の硬化は主に熱によりなされたが、熱硬化は、最大加熱温度及び冷却時の常温
の温度差により生じる熱膨脹による体積収縮と、硬化反応自体による体積収縮とが共に作
用してクラックが発生し、かつ精巧な寸法を獲得することが困難である。さらに、熱硬化
過程により生じた熱残留応力は、部品の寿命を短縮し、硬化工程に多くの熱エネルギーを
必要とし、成型品の大きさに制限があり、硬化にかかる時間が長いという短所がある。
【００７８】
　これに対し、活性エネルギー線による硬化工程は、前記熱硬化工程の問題点（クラック
発生、低精度、熱残留応力など）が発生せず、エネルギー及び時間消耗量が顕著に少なく
、成型品の大きさに制限がないという長所がある。
【００７９】
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　一方、前記第１パターン及び前記第２パターンの平行方向に垂直な断面は波形をなし、
前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山は、それぞれ三角形の
三つの頂点、弓形の弦の両端点と弧のうちの一点、楕円弓形の弦の両端点と楕円弧のうち
の一点、または前記三角形の山が丸くなったものである。
【００８０】
　図８は、前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷及びその間の山がそれぞれ
三角形の三つの頂点である本発明の三次元複雑多層構造物の第１パターンまたは第２パタ
ーンの一実施形態である。第２パターンに使われる場合には、第３パターンが厚さＴに形
成される。
【００８１】
　このようなパターンを持つ本発明の三次元複雑多層構造物をプリズムシートに使用すれ
ば、異なる二方向に対する同時集光効果を表す。プリズムシートに使用する場合、前記山
の夾角、すなわち、図８の角度Ａは、３０～１５０゜であることが好ましいが、前記範囲
未満であれば、光が全反射して通過できず、モールド加工が困難であり、先端が尖って折
れやすいので、取扱性が低下する。逆に１５０゜を超えれば、プリズムというよりは、平
面に近くなって集光効果が低下し、その結果、光の拡散によって輝度が低下する。
【００８２】
　図９は、前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷が弓形の弦の両端点であり
、その間の山が前記弓形の弧のうちの一点である本発明の三次元複雑多層構造物の第１パ
ターンまたは第２パターンの一実施形態である。このようなパターンを持つ三次元複雑多
層構造物を拡散シートに使用すれば、光を拡散させて視野角を広げ、輝度を均一にするこ
とができる。
【００８３】
　図１０は、前記断面がなす波形のうち互いに隣接した一対の谷が楕円弓形の弦の両端点
であり、その間の山が前記楕円弓形の楕円弧のうちの一点である本発明の三次元複雑多層
構造物の第１パターンまたは第２パターンの一実施形態である。このようなパターンを持
つ三次元複雑多層構造物も、前記弓形の場合と同様に、拡散シートの形態に光を拡散させ
て視野角を広げ、輝度を均一にする。
【００８４】
　そして、本発明の三次元複雑多層構造物を光学部品に使用する場合には、前記断面がな
す波形の谷から山までの高さ、すなわち、図８～図１１のＨは、１～５００μｍであるこ
とが好ましいが、前記範囲未満であれば、段差によるパターン効果がなくなり、逆に５０
０μｍを超えれば、目視で識別が可能であるので、視認性が低下し、過度に厚い結果をも
たらす。
【００８５】
　なお、前記第１パターンと前記第２パターンの両方が具現された本発明の三次元複雑多
層構造物を光学シートに使用する場合、屈折率は１．３～１．９であることが好ましい。
【００８６】
　また、前記光学部品は、光の移動経路を誘導及び制御する光学部品であれば特に制限さ
れない。例えば、光路を集中または分散させる各種光学シート、エッジ型液晶表示装置に
おける導光板、直下型液晶表示装置における拡散板、あるいは太陽光発電装置で使われる
集光シートまたは集光板である。
【００８７】
　本発明の三次元複雑多層構造物は、上述した光学部品のほか、カラーフィルタのような
ディスプレイ光学部品、次世代のディスプレイ工程（ＴＦＴ、ＯＴＦＴ、Ｏｘｉｄｅ　Ｔ
ＦＴ、フレキシブルディスプレイ、透明ディスプレイ）、次世代の三次元半導体、微細纎
毛構造を用いたドライ接着、マイクロ／ナノ圧電素子、照明光学部品、微細パターンを用
いたバイオセル／ウイルス研究などに用いられるが、これらに限定されるものではない。
【００８８】
　一方、本発明の三次元複雑多層構造物は、例えば、図１４及び図１５に示すように、マ
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スクモールドを用いて製造される。
【００８９】
　まず、一面に互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせ
からなる群から選択された第１パターンが形成された第２基本モールド１２を用意する［
図１４の段階（ｆ）、図１５の段階（ｆ′）］。
【００９０】
　これと別に、活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体２０と
、前記第１支持体２０の一面に多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し形
成されたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されたマスク３
０と、前記第１支持体２０及びマスク３０を覆って、前記第１支持体２０に向かう面の反
対側面に第２パターンが形成されたパターン層、または前記マスク３０が形成された第１
支持体２０の一面のうち第１支持体２０が露出した部分に形成された第２パターンとを含
み、前記マスク３０は、活性エネルギー線を透過しないマスクモールド６０、６０′を用
意する［図１４の段階（ｆ）、図１５の段階（ｆ′）］。
【００９１】
　ここで、前記第２パターンは、前記第１パターンに平行でなく、互いに交わらない平行
線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群から選択されてもよい。
【００９２】
　次に、前記第２基本モールド１２の第１パターンまたは前記マスクモールド６０、６０
′上に第２モールド用樹脂４２を塗布し、前記第２パターンの平行方向が前記第１パター
ンの平行方向と平行でないように、前記第２モールド用樹脂４２を中心として、前記第２
基本モールド１２と前記マスクモールド６０、６０′とを密着させる［図１４の段階（ｆ
）、図１５の段階（ｆ′）］。さらに、前記第２パターンの平行方向が前記第１パターン
の平行方向と直交するように、前記第２モールド用樹脂４２を中心として、前記第２基本
モールド１２と前記マスクモールド６０、６０′とを密着させることがより好ましい。
【００９３】
　続いて、前記マスクモールド６０、６０′を前記第２モールド用樹脂４２の方向に加圧
し、前記マスクモールド６０、６０′に活性エネルギー線を照射または加熱することで、
前記第２モールド用樹脂を硬化させて第２モールド５２を形成する［図１４の段階（ｇ）
、図１５の段階（ｇ′）］。
【００９４】
　次に、前記マスクモールド６０、６０′を前記第２モールド５２から分離し［図１４の
段階（ｈ）、図１５の段階（ｈ′）］、前記第２モールド用樹脂４２のうち硬化されない
部分を溶剤で溶解して除去し［図１４の段階（ｉ）、図１５の段階（ｉ′）］、本発明に
よる三次元複雑多層構造物７０を製造する［図１４の段階（ｊ）、図１５の段階（ｊ）］
。
【００９５】
　本発明の三次元複雑多層構造物は、前記製造方法により製造することもできるが、前記
製造方法により製造された三次元複雑多層構造物７０をマスターとして再びモールドを作
り、これから製造することもできる（図１６参照）。
【００９６】
　具体的には、図１６を参照すれば、図１４または図１５のように製造された三次元複雑
多層構造物７０をマスターとして第３モールド用樹脂４４を塗布し、前記第３モールド用
樹脂４４に第２支持体２５を密着させる［図１６の段階（ｋ）］。
【００９７】
　前記第２支持体２５を前記マスター７０の方向に加圧し、活性エネルギー線を照射また
は加熱することで、前記第３モールド用樹脂４４を硬化させて第３モールド５４を形成す
る［図１６の段階（ｌ）］。次に、前記第３モールド５４を前記マスター７０から分離す
る［図１６の段階（ｍ）］。
【００９８】
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　続いて、前記第３モールド５４または基板８２にパターン用樹脂８４を塗布し、前記パ
ターン用樹脂８４を中心として、前記第３モールド５４と前記基板８２とを密着させる［
図１６の段階（ｎ）］。
【００９９】
　そして、前記第３モールド５４または前記基板８２に活性エネルギー線を照射または加
熱することで、前記パターン用樹脂８４を硬化させてパターン８６を形成する［図１６の
段階（ｏ）］。
【０１００】
　前記パターン８６が形成された本発明の三次元複雑多層構造物８０を、前記第３モール
ド５４から分離する［図１６の段階（ｐ）］。
【０１０１】
　一方、前記第１パターン及び前記第２パターンは、多層構造物の一面にのみ形成されて
もよいし、両面に形成されてもよい。これは、一つの多層構造物の両面に別のパターンが
形成された従来の技術と区別される。このように一つの多層構造物の両面にパターンが形
成される場合には、光学シートに使用すれば、異なる二方向での集光効果などを達成でき
ず、その結果、光学シートの枚数の減少、正面輝度の飛躍的な向上のような本発明の効果
が十分に得られないが、他の用途では構わない。
【０１０２】
　また、近年、二方向のプリズムを互いに重なるように接着または粘着して、二枚を一枚
のように製作する複合（プリズム）光学シートの開発が多く行われている。この場合、二
方向に対する同時集光がなされるが、二枚の支持体（ＰＥＴ）を使用しているので、製造
コストが高く、接着のために先端プリズムが折れて光学的機能が低下するという問題点が
ある一方、本発明によれば、二方向のプリズムが一枚の支持体の一面に形成されるので有
利である（表２参照）。
【０１０３】
【表２】

【０１０４】
　一方、本発明の三次元複雑多層構造物の製造に使われる前記マスクモールド６０は、活
性エネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体２０と、前記第１支持体
２０の一面に多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し形成されたり、多角
形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されたマスク３０と、前記第１支
持体２０及びマスク３０を覆って、前記第１支持体２０に向かう面の反対側面にパターン
が形成されたパターン層とを含み、前記マスク３０は、活性エネルギー線を透過しないこ
とを特徴とする。
【０１０５】
　また、前記マスクモールド６０′は、活性エネルギー線が透過される軟性または剛性の
板状の第１支持体２０と、前記第１支持体２０の一面に多角形、円形、楕円形またはその
組み合わせが繰り返し形成されたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り
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返し穿孔されたマスク３０と、前記マスク３０が形成された第１支持体２０の一面のうち
第１支持体２０が露出した部分に形成されたパターンとを含み、前記マスク３０は、活性
エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【０１０６】
　また、前記第１支持体２０及びマスク３０は、前記パターン層またはパターンとの間に
付着活性層をさらに備えることにより、前記パターン層またはパターンの脱落を予防する
ことが好ましい。
【０１０７】
　そして、前記パターン層、パターンまたは付着活性層は、活性エネルギー線または熱に
より硬化される。上述のように、熱硬化は、最大加熱温度と冷却時の常温との温度差によ
り生じる熱膨脹による体積収縮と、硬化反応自体による体積収縮とが共に作用してクラッ
クが発生し、かつ精巧な寸法を獲得することが困難である。さらに、熱硬化過程により生
じた熱残留応力は、部品の寿命を短縮し、硬化工程に多くの熱エネルギーを必要とし、成
型品の大きさに制限があり、硬化にかかる時間が長いという短所を有しているので、エネ
ルギー及び時間消耗量が顕著に少なく、成型品の大きさに制限がないという長所を有して
いる活性エネルギー線による硬化が広く用いられている。
【０１０８】
　前記第１パターン及び前記第２パターンは、前記三次元複雑多層構造物の場合と同様に
、互いに交わらない平行線、平行曲線、平行ジグザグ線及びその組み合わせからなる群か
ら選択されたパターンであってもよい。
【０１０９】
　また、前記マスク３０は、特に印刷された有色コーティングまたは蒸着された不透明金
属であってもよい。
【０１１０】
　一方、本発明のマスクモールド６０、６０′は、例えば、図１２及び図１３に示すよう
に、インプリント方式により製造されるが、これに限定されるものではなく、インクジェ
ットやスクリーン印刷により製造することも可能である。
【０１１１】
　図１２及び図１３に示すインプリント方式を例として具体的に説明する。まず、活性エ
ネルギー線が透過される軟性または剛性の板状の第１支持体２０の一面のうち一部に印刷
して有色コーティングする［図１２の段階（ａ）、図１３の段階（ａ）］。また、前記有
色コーティングは、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し印刷されたり
、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されるように印刷される。
【０１１２】
　必要な場合、前記第１支持体２０のうち有色コーティングが印刷された面に付着活性層
用樹脂を塗布して硬化させて付着活性層を形成させることもできる。前記付着活性層は、
前記第１支持体２０と後述する第１モールド５０との結合をさらに強くする。
【０１１３】
　そして、活性エネルギー線透過型の第１基本モールド１０、または前記第１支持体２０
のうち有色コーティングが印刷された面に第１モールド用樹脂４０を塗布し、前記第１モ
ールド用樹脂４０を中心として、前記第１支持体２０と前記第１基本モールド１０とを密
着させる［図１２の段階（ｂ）、図１３の段階（ｂ）］。
【０１１４】
　続いて、前記第１支持体２０を前記第１基本モールド１０の方向に加圧し、前記第１基
本モールド１０に活性エネルギー線を照射または加熱することで、前記第１モールド用樹
脂４０を硬化させてマスクモールド６０、６０′を形成する［図１２の段階（ｃ）、図１
３の段階（ｃ′）］。図１２の段階（ｃ）は、第１基本モールドの方から活性エネルギー
線を照射した場合であり、図１３の段階（ｃ′）は、第１支持体の方から活性エネルギー
線を照射した場合である。
【０１１５】
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　必要な場合、前記第１モールド用樹脂４０のうち硬化されない部分を溶剤で溶解して除
去する段階をさらに含むこともできる。
【０１１６】
　最後に、前記マスクモールド６０、６０′を前記第１基本モールド１０から分離し［図
１２の段階（ｄ）、図１３の段階（ｄ′）］、本発明の三次元複雑多層構造物８０の製造
に使われるマスクモールド６０、６０′を取得し［図１２の段階（ｅ）、図１３の段階（
ｅ′）］、前記有色コーティングは、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【０１１７】
　また、本発明のマスクモールド６０、６０′は、まず、活性エネルギー線が透過される
軟性または剛性の板状の第１支持体２０の一面のうち一部をシャドーマスクで覆って、不
透明金属を蒸着させる段階から始まることもできる［図１２の段階（ａ）、図１３の段階
（ａ）］。また、前記不透明金属は、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り
返し蒸着されたり、多角形、円形、楕円形またはその組み合わせが繰り返し穿孔されるよ
うに蒸着される。
【０１１８】
　必要な場合、前記第１支持体２０のうち不透明金属が蒸着された面に付着活性層用樹脂
を塗布して硬化させて付着活性層を形成させることもできる。前記付着活性層は、前記第
１支持体２０と後述する第１モールド５０との結合をさらに強くする。
【０１１９】
　そして、活性エネルギー線透過型の第１基本モールド１０、または前記第１支持体２０
のうち不透明金属が蒸着された面に第１モールド用樹脂４０を塗布し、前記第１モールド
用樹脂４０を中心として、前記第１支持体２０と前記第１基本モールド１０とを密着させ
る［図１２の段階（ｂ）、図１３の段階（ｂ）］。
【０１２０】
　続いて、前記第１支持体２０を前記第１基本モールド１０の方向に加圧し、前記第１基
本モールド１０に活性エネルギー線を照射または加熱することで、前記第１モールド用樹
脂４０を硬化させてマスクモールド６０、６０′を形成する［図１２の段階（ｃ）、図１
３の段階（ｃ′）］。
【０１２１】
　必要な場合、前記第１モールド用樹脂４０のうち硬化されない部分を溶剤で溶解して除
去する段階をさらに含むこともできる。
【０１２２】
　最後に、前記マスクモールド６０、６０′を前記第１基本モールド１０から分離し［図
１２の段階（ｄ）、図１３の段階（ｄ′）］、本発明の三次元複雑多層構造物８０の製造
に使われるマスクモールド６０、６０′を取得し［図１２の段階（ｅ）、図１３の段階（
ｅ′）］、前記不透明金属は、活性エネルギー線を透過しないことを特徴とする。
【０１２３】
　以下、本発明による三次元複雑多層構造物を、例えば、光学部品に実際に適用した場合
の効果を説明する。
【０１２４】
　図１７は、第１パターンがプリズムパターンであり、第２パターンが前記第１パターン
の平行方向に直交するプリズムパターンである本発明の一実施形態を撮影した写真であり
、図１８は、図１７の部分拡大写真である。
【０１２５】
　そして、図１９～図２２は、従来の導光板（図１９）に拡散板（図２０）、第１集光シ
ート（図２１）及び第２集光シート（図２２）を使用した場合の視野角分析図である。
【０１２６】
　赤色で表示される部分が輝度の高い部分であるが、従来の導光板（図１９）の場合、拡
散板（図２０）、第１集光シート（図２１）及び第２集光シート（図２２）まで使用して
始めて中央が赤くなることを確認でき、これにより、従来の導光板は二枚の集光シートが
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【０１２７】
　これに対し、本発明の三次元複雑多層構造物を導光板とし、ここに拡散板のみを使用し
た場合の視野角分析図を見れば、本発明による構造物を導光板に使用した場合（図２３）
、まず、従来の導光板（図１９）に比べて輝度が高く、拡散板のみを追加したにもかかわ
らず、中央が赤くなり（図２４）、別途の集光シートが不要であることが分かる。これは
、光学シートの使用を減らすことができ、経済的に有利であるだけでなく、装備の厚さを
減らす効果も得られる。
【０１２８】
　また、従来の導光板に拡散板を載せた場合には、図２５のような輝度を表すが、従来の
二枚の光学シートを載せた場合（図２６）と、本発明の三次元複雑多層構造物を図１７の
光学シートとして一枚載せた場合（図２７）とを比較すれば、全体として図２７の場合に
輝度がさらに高いことを確認でき、必要な光学シートの枚数が減ることが確認された。
【０１２９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明してきたが、本発明は、上述した特定の
実施形態に限定されず、当該技術分野における通常の知識を持つ者ならば、本発明の要旨
を逸脱しない範囲内で色々な変形実施が可能であることはいうまでもない。したがって、
本発明の範囲は、前記実施形態に限定して解釈されてはならず、後述する特許請求の範囲
だけでなく、特許請求の範囲と均等なものにより決まらなければならない。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明による三次元複雑多層構造物は、従来の一つの単純なパターンのみが形成された
素子とは異なり、異なるパターンが複合的に形成されており、簡単な工程で製造されるの
で、ディスプレイ光学部品（導光板、拡散板、プリズム、カラーフィルタ）、次世代のデ
ィスプレイ工程（ＴＦＴ、ＯＴＦＴ、Ｏｘｉｄｅ　ＴＦＴ、フレキシブルディスプレイ、
透明ディスプレイ）、次世代の三次元半導体、微細纎毛構造を用いたドライ接着、マイク
ロ／ナノ圧電素子、照明光学部品、微細パターンを用いたバイオセル／ウイルス研究など
に有効に用いられるが、これらに限定されるものではない。
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